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金
春
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文
書
伝
来
の
経
緯

宮

本

圭

造

は
じ
め
に

能
楽
諸
家
の
中
で
最
も
古
い
歴
史
を
誇
る
金
春
家
に
は
、
世
阿
弥
自
筆
能
本
や
金
春
禅
竹
自
筆
の
伝
書
を
は
じ
め
、
貴
重
な
能
楽
資
料

が
数
多
く
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
一
部
は
今
も
金
春
宗
家
に
伝
わ
る
が
、
維
新
後
に
流
出
し
た
文
書
も
少
な
く
な
く
、
現
在
、
奈
良
県

生
駒
市
の
宝
山
寺
の
ほ
か
、
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
な
ど
に
も
ま
と
ま
っ
た
数
の
金
春
家
伝
来
文
書
が
分
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
維
新

後
の
混
乱
に
よ
っ
て
散
逸
し
た
文
書
も
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
、
金
春
家
文
書
の
全
容
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

筆
者
は
平
成
二
十
六
年
か
ら
能
楽
研
究
所
が
所
蔵
す
る
金
春
家
旧
伝
文
書
の
調
査
と
並
行
し
、
金
春
宗
家
所
蔵
の
金
春
家
文
書
の
悉
皆

調
査
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
金
春
宗
家
の
も
と
に
も
、
な
お
相
当
数
の
文
書
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
現
在
、
宝
山

寺
が
所
蔵
す
る
金
春
家
文
書
は
約
四
十
点
、
般
若
窟
文
庫
と
し
て
能
楽
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
る
宝
山
寺
旧
蔵
の
金
春
家
文
書
は
約
二
千
点

に
上
り
、
従
来
は
こ
れ
が
金
春
家
の
伝
え
て
き
た
文
書
の
大
半
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
表
章
・
伊
藤
正
義
『
金
春
古

伝
書
集
成
』（
昭
和
四
十
四
年
、
わ
ん
や
書
店
）
の
「
金
春
伝
書
の
相
伝
と
伝
来
」
に
「
明
治
三
十
年
代
の
中
頃
と
思
わ
れ
る
頃
（
中
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略
）
金
春
宗
家
所
蔵
文
書
の
大
半
が
、
宝
山
寺
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
今
回
あ
ら
た
め
て
悉

皆
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
金
春
宗
家
に
も
、
千
五
百
点
を
越
え
る
数
の
文
書
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
宝
山
寺
移
管
の
金
春
家
文
書
に
匹

敵
す
る
点
数
の
文
書
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
当
然
、
般
若
窟
文
庫
の
金
春
家
旧

伝
文
書
と
深
く
関
わ
る
も
の
が
多
い
。
上
巻
が
般
若
窟
文
庫
に
あ
っ
て
、
下
巻
が
金
春
宗
家
に
あ
る
、
と
い
っ
た
例
や
、
原
本
が
金
春
宗

家
に
あ
っ
て
、
そ
の
写
し
が
般
若
窟
文
庫
に
あ
る
、
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
珍
し
く
な
い
。
明
治
期
に
金
春
家
文
書
は
宝
山
寺
に
移
管
さ
れ

た
も
の
と
、
そ
の
ま
ま
金
春
家
に
留
め
ら
れ
た
も
の
と
に
大
き
く
二
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
、
世
阿
弥
自
筆
能
本
や
金
春
禅

竹
自
筆
伝
書
な
ど
の
貴
重
本
は
宝
山
寺
に
移
管
し
、
演
能
の
た
め
に
必
要
な
実
用
的
な
型
付
の
類
は
金
春
家
に
置
い
て
お
く
、
と
い
っ
た

緩
や
か
な
分
別
意
識
は
あ
っ
た
ら
し
い
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
無
造
作
に
分
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
印
象
が

濃
厚
で
あ
る
。
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
般
若
窟
文
庫
と
金
春
宗
家
蔵
の
金
春
家
文
書
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
新
た
に
明
ら
か
に
な
る

事
柄
は
少
な
く
な
い
と
予
想
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
総
合
的
な
観
点
で
の
金
春
家
文
書
の
研
究
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
研
究

の
端
緒
と
し
て
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
文
書
群
が
ど
の
よ
う
に
伝
来
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し

た
い
。一

、
金
春
家
文
書
の
形
成

金
春
家
文
書
の
う
ち
、
最
も
伝
来
が
古
い
の
は
、
世
阿
弥
が
金
春
禅
竹
に
贈
っ
た
一
連
の
能
本
で
あ
る
。
近
年
、
金
春
宗
家
文
書
の
中

に
、
坂
阿
の
節
付
に
な
る
十
四
〜
十
五
世
紀
の
宴
曲
の
譜
本
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
が
（
１
）、
同
書
が
金
春
家
に
入
っ
た
経
緯
・
年

代
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
、
そ
の
奥
書
に
見
え
る
「
金
春
大
夫
／
秦
鎮
喜
」
に
つ
い
て
も
、
金
春
家
歴
代
の
中
に
該
当
す
る
人
物
を
見

出
だ
せ
な
い
。
年
代
が
は
っ
き
り
知
ら
れ
る
も
の
の
中
で
は
、
禅
竹
へ
相
伝
の
世
阿
弥
自
筆
能
本
、
同
じ
く
世
阿
弥
か
ら
相
伝
さ
れ
た
禅
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竹
筆
の
世
阿
弥
伝
書
、
禅
竹
自
筆
の
「
六
輪
一
露
」
や
〈
翁
〉
に
関
す
る
伝
書
が
、
金
春
家
文
書
の
基
層
を
成
し
て
い
る
と
見
て
、
ま
ず

間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
後
、
金
春
禅
鳳
の
『
毛
端
私
珍
抄
』『
反
故
裏
の
書
』（
現
在
は
共
に
江
戸
初
期
の
転
写
本
で
あ
る
八
左

衛
門
本
の
み
現
存
）
な
ど
の
伝
書
、
金
春
喜
勝
・
安
照
ら
奥
書
の
謡
本
な
ど
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
江
戸
期
に
入
る
と
、
金
春
重
栄
・
金
春

氏
綱
ら
の
歴
代
大
夫
が
、
諸
書
の
写
し
や
種
々
の
覚
書
を
書
き
残
し
、
金
春
家
文
書
の
内
容
を
さ
ら
に
豊
か
に
し
て
い
っ
た
。
特
に
、
分

家
八
左
衛
門
家
の
当
主
で
あ
っ
た
金
春
安
住
は
筆
ま
め
で
知
ら
れ
、
謡
本
・
伝
書
・
付
の
写
し
は
も
ち
ろ
ん
、
番
組
の
控
え
や
日
々
の
雑

感
を
書
き
留
め
た
何
気
な
い
メ
モ
に
い
た
る
ま
で
、
実
に
膨
大
な
分
量
の
文
書
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
時
代
に
書
き
記
さ

れ
た
文
書
群
が
、
地
層
の
よ
う
に
幾
重
に
も
積
み
重
な
っ
て
い
る
点
が
金
春
家
文
書
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
点
に
稀
有
な
資

料
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
文
書
の
内
容
も
多
岐
に
わ
た
り
、
芸
道
に
関
わ
る
資
料
の
他
に
、
学
究
肌
で
知
ら
れ
る
江
戸
中
期

の
竹
田
権
兵
衛
家
の
当
主
、
竹
田
広
貞
が
猿
楽
の
歴
史
に
つ
い
て
纏
め
た
大
部
な
著
作
の
稿
本
や
、
大
和
国
内
の
金
春
家
領
地
の
年
貢
収

納
帳
な
ど
、
地
方
関
係
の
古
文
書
も
含
ま
れ
る
。
能
楽
諸
家
が
伝
え
た
文
書
と
し
て
、
量
的
に
も
質
的
に
も
、
観
世
家
伝
来
文
書
と
双
璧

を
成
す
資
料
群
で
あ
る
こ
と
は
、
大
方
異
論
が
あ
る
ま
い
。

現
在
諸
所
に
分
蔵
さ
れ
て
い
る
金
春
家
文
書
の
総
点
数
が
、
三
千
五
百
点
か
ら
四
千
点
に
近
い
数
に
上
る
こ
と
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
通

り
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
既
に
十
分
に
膨
大
な
数
と
言
え
る
が
、
六
百
年
に
わ
た
る
金
春
家
文
書
の
形
成
・
伝
来
の
過
程
で
、
失
わ
れ

た
文
書
も
ま
た
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
と
に
、
こ
れ
は
金
春
家
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
戦
国
期
の
戦
乱
に
よ
っ
て
伝
来
の
文
書
が

失
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
い
く
つ
か
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
八
左
衛
門
本
『
円
満
井
座
系
図
』（
能
楽
研
究
所
蔵
）
に

は
、「
金
春
家
の
代
々
の
つ
り
の
書
物
ハ
江
州
佐
々
木
殿
く
つ
れ
に
う
せ
申
候
由
、
安
照
公
被
仰
候
也
」
と
あ
り
、
金
春
家
の
釣
書
き
系

図
が
「
江
州
佐
々
木
殿
く
つ
れ
」
に
散
逸
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
ま
た
、
文
書
の
み
な
ら
ず
、
伝
来
の
能
面
も
同
じ
く
散
逸
の
危
機
に

あ
っ
た
こ
と
が
、
観
世
新
九
郎
家
文
庫
蔵
『
謡
曲
仮
面
抄
』
所
収
の
「
四
座
面
作
者
由
来
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
観
世
庄
右
衛
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門
元
信
の
編
に
な
る
江
戸
初
期
頃
の
『
面
之
書
』
二
巻
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

○
衆
徒
、
サ
ラ
バ
春
日
ノ
ヘ
イ
ク
ジ
次
第
ト
云
、
鬮
ヲ
ト
ル
、
牛
蓮
ト
リ
マ
ク
ル
、
サ
レ
ト
モ
今
春
ハ
代
々
春
日
ノ
太
夫
ト
テ
、
ク

ジ
ヲ
ヤ
ブ
ル
、
其
時
衆
徒
、
神
慮
ヲ
ソ
ム
ク
上
ハ
ト
テ
、
大
和
ヲ
ヲ
イ
ハ
ラ
イ
、
非
人
共
ニ
今
春
家
へ
行
、
何
ヲ
モ
ト
レ
ト
云
、
牛

蓮
ハ
ウ
�
�
ノ
躰
ニ
テ
大
和
ヲ
ニ
ゲ
ノ
キ
、
越
前
ノ
方
へ
行
、
此
時
面
ド
モ
ウ
セ
タ
リ
、
筒
井
殿
、
少
其
刻
求
ヲ
キ
、
後
今
春
へ
来

ル
、
サ
ス
ガ
春
日
ノ
太
夫
タ
ル
ニ
ヨ
リ
、
頓
而
昔
ノ
ゴ
ト
ク
、
大
和
へ
帰
リ
、
鼻
金
剛
果
後
、
金
剛
ノ
上
ニ
床
木
立
ル
、
コ
ノ
時
、

金
春
ニ
ハ
サ
ン
�
�
ノ
家
ニ
キ
ズ
ツ
ク
也
、
右
ノ
仕
合
ニ
ヨ
リ
、
昔
ヨ
リ
金
春
ノ
面
ス
ク
ナ
ク
成
ナ
リ

右
は
、
金
春
岌
蓮
と
鼻
金
剛
の
松
の
下
争
い
の
記
事
に
続
い
て
記
さ
れ
る
も
の
で
、
金
春
岌
蓮
が
松
之
下
の
席
次
を
め
ぐ
っ
て
鼻
金
剛

と
争
い
、
神
鬮
を
不
服
と
し
て
神
慮
に
背
い
た
た
め
、
衆
徒
の
命
令
で
非
人
が
金
春
家
の
家
財
を
略
奪
し
、
こ
の
時
、
多
く
の
能
面
が
散

逸
し
た
由
が
見
え
る
。
そ
の
後
、「
筒
井
殿
」
が
い
く
つ
か
の
能
面
を
買
い
戻
し
、
金
春
家
に
贈
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
「
筒
井
殿
」
は

お
そ
ら
く
筒
井
順
慶
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）、
金
春
安
住
が
狂
言
師
の
山
脇
元
業
に
宛
て
た
書
状
（
般
若
窟

文
庫
蔵
）
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

将
昔
此
小
面
と
般
若
坊
作
之
般
若
面
を
困
窮
之
砌
、
百
貫
文
宛
之
質
物
に
差
入
置
候
を
、
大
和
大
名
筒
井
順
慶
老
被
聞
之
、
天
下
之

名
物
を
他
に
預
け
置
候
段
怠
慢
之
至
成
り
と
て
請
戻
、
二
枚
共
面
之
裏
額
之
所
に
朱
漆
を
以
自
身
之
花
押
を
居
候
、
順
慶
と
認
、
已

後
を
禁
メ
被
送
戻
候
事
、
却
而
名
物
之
證
判
、
不
慮
之
甚
幸
也
（
以
下
略
）

こ
れ
は
、
金
春
家
が
困
窮
の
た
め
に
小
面
と
般
若
の
面
を
質
に
入
れ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
聞
き
及
ん
だ
筒
井
順
慶
が
買
戻
し
て
、
面
裏

に
「
順
慶
」
の
署
名
を
し
た
上
で
金
春
家
に
戻
し
た
、
と
い
う
逸
話
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
も
、
流
出
し
た
能
面
を
買

戻
し
、
金
春
家
に
戻
し
た
人
物
と
し
て
筒
井
氏
の
名
が
見
え
る
。
右
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
同
じ
出
来
事
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
両
資
料
が
伝
え
る
金
春
家
の
能
面
流
出
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
再
検
討
の
余
地
が
あ
り
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そ
う
で
あ
る
。「
四
座
面
作
者
由
来
」
に
よ
れ
ば
、
金
春
家
が
能
面
を
失
っ
た
の
は
、
鼻
金
剛
と
の
松
之
下
の
席
次
争
い
後
の
こ
と
で
、

す
な
わ
ち
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）
の
時
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
当
時
の
筒
井
家
の
当
主
は
、
順
慶
で
は
な
く
、
そ
の
父
順

昭
で
あ
り
、
金
春
安
住
の
書
状
と
は
矛
盾
す
る
。
金
春
家
の
能
面
流
出
の
時
期
が
、
天
文
十
三
年
の
松
之
下
席
次
争
い
の
時
期
で
は
な

か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
金
春
家
の
面
を
買
い
戻
し
た
の
が
、
筒
井
順
慶
で
は
な
く
、
そ
の
父
順
昭
で
あ
っ
た
か
、
の
何
れ
か
で
あ
ろ
う
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
前
者
の
可
能
性
が
よ
り
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
在
、
永
青
文
庫
が
所
蔵
す
る
金
春
家
旧
蔵
の

般
若
面
に
は
、
金
春
安
住
の
書
状
が
伝
え
る
よ
う
に
、
確
か
に
「
順
慶
」
の
署
名
と
花
押
が
朱
漆
書
で
書
か
れ
て
お
り
、
金
春
家
の
面
を

買
い
戻
し
た
の
が
、
順
慶
そ
の
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
筒
井
順
慶
が
「
順
慶
」
の
名
乗
り
を
用
い
る
の
は
永
禄
九
年

（
一
五
六
六
）
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
金
春
家
の
面
流
出
も
、
そ
れ
以
後
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

永
禄
頃
の
金
春
家
は
、
戦
乱
の
影
響
を
受
け
て
、
確
か
に
能
面
を
手
放
し
か
ね
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
伊
予
の
守
護
大
名
河
野
氏
の
文

書
（
大
分
県
先
哲
史
料
館
蔵
）
の
中
に
、
竹
田
氏
昭
す
な
わ
ち
、
金
春
禅
鳳
の
息
子
で
あ
る
大
大
夫
氏
昭
（
宗
瑞
）
が
「
ゆ
つ
き
御
屋
形

様
」
に
宛
て
た
書
状
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
ゆ
つ
き
御
屋
形
様
」
と
は
、
伊
予
の
湯
築
城
主
・
河
野
通
宣
の
こ
と
で
、
通
宣
は
金
春
氏

昭
に
師
事
し
て
能
の
稽
古
を
行
っ
て
い
た
（『
岡
家
本
江
戸
初
期
能
型
付
』）。
そ
の
書
状
の
文
面
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

幸
便
乍
憚
申
上
候
、
前
々
／
御
恩
共
雨
山
難
忘
令
存
候
／
我
等
ふ
し
き
ニ
今
日
ま
て
如
此
候
／
然
共
去
年
江
州
乱
国
ニ
罷
成
／
身
躰

さ
ん
�
�
の
儀
候
、
只
今
南
都
ニ
／
か
ゝ
ミ
申
候
、
朝
暮

御
能
之
儀
／
拝
見
之
心
仕
候
て
な
く
さ
ミ
申
候
／
当
年
八
十
一
歳
ニ
罷

成
候
、
一
向
／
き
や
う
ふ
な
と
叶
不
申
候
、
中
�
�
／
う
ら
ミ
な
る
命
ニ
て
御
座
候
、
あ
ハ
れ
／
若
候
者
、
今
一
度
罷
下
御
礼
／
申

上
候
て
と
の
そ
ミ
斗
候
、
先
々
／
大

御
屋
形
様
何
事
無
御
座
候
哉
／
万
事
目
出
度
令
存
候
、
返
々
／
い
つ
も
�
�

御
能
之
見
事

さ
／
於
此
方
ニ
た
れ
�
�
ニ
も
申
事
候
、
目
出
／
罷
下
御
礼
申
上
候
様
ニ
と
存
斗
候
／
恐
惶
謹
言

七
月
十
四
日

氏
昭
（
花
押
）
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ゆ
つ
き
御
屋
形
様

人
々
御
中

こ
こ
に
は
、
氏
昭
が
前
年
の
江
州
乱
国
の
た
め
に
散
々
の
体
と
な
り
、
南
都
に
逼
塞
し
て
、
八
十
一
歳
の
今
、
歩
行
も
叶
わ
ぬ
状
況
で

あ
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。
氏
昭
の
生
没
年
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
行
年
は
八
十
三
歳
あ
る
い
は
八
十
四
歳
の
両
説
あ
る
が
、
本
書
状
に

よ
っ
て
も
、
大
変
長
命
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
氏
昭
の
息
子
の
喜
勝
は
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
に
七
十
四
歳
で
没
し
て

い
る
か
ら
、
仮
に
喜
勝
が
氏
昭
二
十
歳
の
時
の
子
供
だ
と
仮
定
す
る
と
、
氏
昭
の
生
年
は
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
と
な
り
、
そ
の
八
十

一
歳
は
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
、
右
の
書
状
の
年
時
を
推
測
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、「
去
年
江
州
乱
国
」
と
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
元
亀
二
年
前
後

で
、
こ
れ
に
該
当
し
そ
う
な
事
件
を
探
索
す
る
と
、
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
の
観
音
寺
城
の
戦
い
が
第
一
の
可
能
性
と
し
て
浮
上
す

る
。
こ
れ
は
、
近
江
の
戦
国
大
名
六
角
（
佐
々
木
）
義
賢
と
織
田
信
長
と
が
戦
っ
た
も
の
で
、
織
田
氏
の
軍
勢
の
前
に
、
六
角
義
賢
は
観

音
寺
城
を
明
け
渡
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
六
角
氏
の
没
落
は
決
定
的
と
な
っ
た
。
近
江
の
六
角
氏
は
金
春
大
夫
を
特
に
後
援
し
た
大
名
で

あ
り
、
先
に
述
べ
た
天
文
十
三
年
の
松
之
下
席
次
争
い
の
折
に
、
金
春
の
後
ろ
盾
と
な
っ
て
、
室
町
幕
府
に
働
き
か
け
た
の
も
、
六
角
氏

で
あ
っ
た
。
戦
国
の
混
乱
期
に
、
金
春
大
夫
が
六
角
氏
を
頼
っ
て
近
江
に
滞
在
し
、
信
長
の
上
洛
に
際
し
て
、
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ

と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
八
左
衛
門
本
『
円
満
井
座
系
図
』
に
言
う
「
江
州
佐
々
木
殿
く
つ
れ
」
が
、
こ
の
観
音
寺
城
で
の
戦
い
を

指
し
て
い
る
可
能
性
は
か
な
り
高
い
と
見
て
よ
く
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
混
乱
の
最
中
で
（
あ
る
い
は
そ
の
後
の
困
窮
の
中
で
）、
伝
来

の
文
書
や
能
面
を
失
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
右
の
書
状
に
い
う
「
去
年
江
州
乱
国
」
が
、
永
禄
十
一
年
の
観
音
寺
城
の
戦
い
を
指
し
て
い
た

と
す
る
と
、
当
該
書
状
の
年
時
は
永
禄
十
二
年
と
な
る
。
永
禄
十
二
年
時
点
で
の
氏
昭
の
年
齢
を
八
十
一
歳
と
し
た
場
合
、
先
に
喜
勝
の

生
年
か
ら
類
推
し
た
氏
昭
の
生
年
と
の
誤
差
は
僅
か
二
年
と
な
り
、
こ
の
推
定
が
最
も
蓋
然
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
従
来

不
明
で
あ
っ
た
氏
昭
の
生
没
年
は
、
延
徳
元
年
（
一
四
八
九
）
の
生
ま
れ
、
永
禄
十
四
年
（
元
亀
元
年
）
な
い
し
翌
元
亀
二
年
の
没
と
推
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測
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
も
あ
れ
、
金
春
家
文
書
中
に
戦
国
期
の
資
料
が
き
わ
め
て
少
な
い
の
は
、
こ
の
戦
乱
に
よ
る
影
響
が
少
な
く

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

江
戸
期
以
降
の
金
春
家
文
書
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、『
金
春
古
伝
書
集
成
』
に
伝
書
の
相
伝
を
中
心
と
し
た
詳
細
な
考
察
が
見
ら
れ
る

が
、
戦
国
期
の
よ
う
な
、
ま
と
ま
っ
た
文
書
散
逸
の
事
実
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
文
書
に
つ
い
て
は
、

流
出
を
窺
わ
せ
る
証
拠
が
あ
る
。
例
え
ば
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
の
金
春
氏
綱
筆
「
写
し
は
あ
れ
ど
本
書
の
無
き
古
書
の
覚
書
」

（
般
若
窟
文
庫
蔵
）
は
、
表
題
の
ご
と
く
、
金
春
家
文
書
中
に
写
し
は
あ
る
が
、
原
本
が
見
当
た
ら
な
い
古
書
に
つ
い
て
の
覚
書
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
、「
春
日
若
宮
御
祭
礼
の
座
配
に
つ
い
て
の
将
軍
家
下
知
状
」「
一
休
和
尚
御
筆
」「
七
郎
親
借
銭
に
つ
い
て
の
秀
吉
朱
印

状
」「
南
都
戒
壇
院
志
玉
御
筆
」「
一
條
兼
良
御
筆
」
な
ど
が
、
写
し
の
み
伝
わ
る
古
書
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
（
古
書
の
名
称
は
原
資
料

の
通
り
で
は
な
く
適
宜
改
め
た
）。
そ
の
う
ち
、
原
本
の
当
時
の
所
在
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
は
少
な
く
、
既
に
行
方
知
れ
ず
に
な
っ

て
い
た
も
の
が
殆
ど
だ
と
見
ら
れ
る
が
、「
一
休
和
尚
御
筆
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

一
休
和
尚
御
筆
﹇
ア
ル
ト
キ
ハ
イ
ロ
ニ
ソ
ミ
﹈
写
有
之

本
書
京
都
道
具
屋
、
今
ニ
所
持
之
由
﹇
コ
ハ
□
□
町
之
□
□
□
□
﹈
□
本

書
無
之
者
、
先
祖
之
内
コ
ン
キ
ウ
之
節
、
□
ニ
預
ケ
置
ト
□
ウ
ケ
候
事
不
叶
、
人
之
手
ニ
渡
リ
□
□
□
□
ス
ル
ト
コ
ロ
ナ
□
何
方
ニ

有
之
哉
□
□
ア
ラ
□
フ
ル
コ
ト
﹇

﹈

虫
損
が
著
し
く
、
判
読
不
能
の
箇
所
が
少
な
く
な
い
が
、「
一
休
和
尚
御
筆
﹇
ア
ル
ト
キ
ハ
イ
ロ
ニ
ソ
ミ
﹈」
す
な
わ
ち
「
一
休
題
江
口

詩
」
と
し
て
知
ら
れ
る
一
休
禅
師
の
自
筆
が
、
当
時
、
京
都
の
道
具
屋
の
所
蔵
に
な
っ
て
い
た
と
の
情
報
を
伝
え
て
い
る
。
金
春
家
の
先

祖
が
困
窮
の
際
、
人
に
預
け
て
お
い
た
も
の
が
質
流
れ
と
な
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
「
一
休
題
江
口
詩
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
休
の
真
蹟

な
る
も
の
を
所
持
す
る
江
戸
の
大
原
宗
真
が
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）、
東
海
寺
天
倫
・
定
恵
院
拙
堂
・
天
真
寺
順
叟
・
妙
解
院
大

雲
・
清
光
院
月
庭
に
乞
う
て
「
証
」
を
極
め
て
も
ら
っ
た
文
の
写
し
が
般
若
窟
文
庫
中
に
見
え
る
（「
一
休
題
江
口
詩
極
め
写
し
」）。
そ
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れ
に
よ
れ
ば
、
金
春
家
で
代
々
家
宝
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
一
休
の
真
蹟
は
、
そ
の
後
、
織
田
有
楽
斎
の
入
手
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

以
降
、
織
田
家
が
代
々
所
持
し
て
い
た
が
、
織
田
内
匠
長
根
の
代
に
大
原
宗
真
が
こ
れ
を
乞
い
求
め
、
家
宝
と
し
た
と
い
う
。
先
に
見
た

明
和
三
年
の
氏
綱
書
付
は
、
そ
の
大
原
所
持
の
一
休
真
蹟
が
、
当
時
さ
ら
に
所
有
者
の
手
を
離
れ
、
京
都
の
道
具
屋
の
蔵
す
る
と
こ
ろ
と

な
っ
て
い
た
事
情
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
真
蹟
の
現
所
蔵
先
は
不
明
だ
が
、
筆
者
は
以
前
、
書
道
関
係
の
書
籍
に
、
そ
れ
ら

し
き
も
の
が
写
真
入
り
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
迂
闊
に
も
メ
モ
を
怠
っ
た
た
め
、
詳
細
を
こ
こ
で
述
べ
る
こ

と
は
出
来
な
い
が
、
現
在
も
な
お
ど
こ
か
に
真
蹟
が
残
っ
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
芸
道
関
係
の
書
物
に
つ
い
て
は
、
江
戸
中
後
期
の
時
点
で
古
書
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
謡
本
・
伝
書
・
型
付
の
大
部
分
が
、
現

在
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
金
春
氏
綱
、
安
住
の
二
人
は
、
金
春
大
夫
家
伝
来
の
伝
書
の
抜
書
や
、
古
書
の
奥
書

を
転
記
し
た
書
付
を
数
多
く
残
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時
、
金
春
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
文
書
の
概
要
が
窺
い
知
ら
れ
る
が
、

そ
こ
に
書
き
留
め
ら
れ
た
謡
本
や
伝
書
は
、
現
在
も
そ
の
殆
ど
が
宝
山
寺
・
般
若
窟
文
庫
・
金
春
宗
家
に
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な

お
、
金
春
家
の
文
書
は
大
部
分
が
南
都
の
金
春
屋
敷
に
保
管
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
金
春
宗
家
蔵
「
安
住
書
付
（
金
春
元
信
御
筆
に
つ

き
）」
に
は
、
以
下
の
如
く
、
金
春
隆
庸
か
ら
元
信
自
筆
の
書
物
を
預
か
っ
た
安
住
が
、
こ
れ
を
「
南
都
御
蔵
書
物
単
司
」
に
納
め
た
由

が
記
さ
れ
て
い
る
。

此
御
覚
書
、
金
春
八
郎
／
秦
﹇
法
名
一
扇
則
夢
居
士
﹈
元
信
公
御
筆
ト
存
候
／
今
度
隆
庸
公
ヨ
リ
御
預
り
申
／
持
登
り
南
都
御
蔵
書

物
／
単
司
へ
相
納
候
ニ
付
、
書
留
／
置
者
也

于
時
天
明
四
甲
辰
二
月
終

金
春
半
次
郎
秦
安
住

こ
う
し
て
、
数
千
点
に
及
ぶ
金
春
家
文
書
は
、
幕
末
に
い
た
る
ま
で
南
都
の
金
春
屋
敷
に
お
い
て
安
全
に
保
管
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
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し
か
し
、
明
治
維
新
の
混
乱
が
、
こ
れ
ら
文
書
の
継
承
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
、
金
春
家
文
書
の
流
出

維
新
に
よ
っ
て
金
春
大
夫
広
成
は
江
戸
幕
府
の
禄
を
離
れ
、
奈
良
に
移
住
し
て
「
春
日
御
能
役
者
」
の
肩
書
き
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
春
日
社
の
神
事
能
は
明
治
四
年
を
最
後
に
中
絶
、
大
和
国
内
の
金
春
家
の
領
地
も
没
収
と
な
り
、
広
成
は
深
刻
な
生
活
苦
に
見

舞
わ
れ
る
。
そ
の
混
乱
に
よ
っ
て
、
金
春
家
の
文
書
も
ま
た
流
出
の
危
機
に
直
面
し
た
こ
と
が
、
大
倉
繁
次
郎
の
談
話
に
左
の
ご
と
く
見

え
て
い
る
。
大
倉
繁
次
郎
は
奈
良
住
の
尾
張
藩
お
抱
え
大
鼓
役
者
で
、
広
成
と
も
交
流
の
深
か
っ
た
人
物
で
あ
る
。

金
春
家
の
古
記
録
で
す
が
、
今
日
は
ど
う
な
り
ま
し
た
か
、
維
新
の
当
時
に
は
幾
棹
の
長
持
に
納
め
ら
れ
て
蔵
さ
れ
て
居
た
こ
と
は

相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

旧
幕
時
代
に
於
け
る
奈
良
の
金
春
家
は
中
々
盛
ん
な
も
の
で
、
奈
良
の
大
豆
山
町
に
一
千
坪
余
の
屋
敷
が
あ
り
、
舞
台
な
ど
も
立
派

な
も
の
が
建
つ
て
居
り
、
見
物
席
は
正
面
が
三
段
に
な
り
、
上
段
の
間
は
昔
は
豊
太
閤
も
御
成
の
あ
つ
た
間
だ
と
い
ふ
の
で
や
か
ま

し
い
も
の
で
あ
り
、
中
の
一
段
は
大
広
間
と
な
り
、
下
の
一
段
は
即
ち
椽
側
で
之
れ
と
て
も
中
々
狭
か
ら
ぬ
も
の
で
、
土
蔵
も
幾
戸

前
も
あ
り
ま
し
た
。

興
福
寺
と
か
、
金
春
家
と
か
、
領
地
を
持
つ
て
居
る
も
の
は
、
其
領
内
へ
通
用
の
為
め
銀
札
を
発
行
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
居
て
、

我
領
地
内
の
み
な
ら
ず
広
く
之
れ
が
通
用
し
て
居
ま
し
た
が
、
忘
れ
も
し
ま
せ
ぬ
、
彼
の
伏
見
の
戦
争
の
在
つ
た
の
が
正
月
の
三
日

で
、
爰
で
敗
れ
た
幕
府
軍
が
、
大
阪
の
方
へ
は
帰
れ
ぬ
か
ら
奈
良
へ
落
込
ん
で
来
た
も
の
で
す
か
ら
、
奈
良
の
騒
ぎ
と
い
ふ
た
ら
非

常
の
も
の
で
、
前
申
し
た
銀
札
は
一
切
通
用
せ
ぬ
こ
と
と
な
り
、
其
引
換
を
迫
つ
て
多
人
数
が
押
寄
せ
て
来
る
と
い
ふ
の
で
、
金
春

家
の
混
雑
も
一
方
な
ら
ず
、
表
門
を
鎖
し
て
人
を
入
れ
ず
、
窃
か
に
裏
の
漢
国
町
の
念
佛
寺
と
い
ふ
檀
那
寺
へ
、
大
切
な
品
物
を
塀
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越
し
に
送
り
、
太
夫
始
め
家
族
の
者
も
共
に
寺
内
に
隠
れ
、
然
る
後
門
を
開
い
て
人
を
入
れ
た
の
で
し
た
が
、
其
時
の
有
様
と
い
ふ

た
ら
実
に
狼
藉
極
つ
た
こ
と
で
（
中
略
）
少
し
く
事
の
鎮
つ
て
後
、
金
に
な
る
様
な
品
物
は
多
く
大
阪
へ
出
し
て
売
り
払
ひ
、
銀
札

の
引
替
の
代
と
し
ま
し
た
が
、
古
記
録
類
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
つ
た
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
一
休
和
尚
の
書
い
た
も
の
や
、
金
春

の
先
祖
が
一
休
禅
師
と
問
答
を
し
た
時
の
書
な
ど
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
聞
い
て
居
ま
し
た
。
道
具
の
方
で
も
、
豊
太
閤
よ
り
拝
領

の
碁
盤
だ
と
か
、
数
々
由
緒
付
き
の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
其
方
は
多
く
は
金
に
代
へ
ら
れ
て
大
阪
地
方
へ
行
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

（
大
倉
繁
次
郎
「
金
春
流
の
古
記
録
」『
能
楽
』
明
治
４４
年
１２
月
号
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
金
春
家
に
は
当
時
、「
幾
棹
の
長
持
に
納
め
ら
れ
」
た
膨
大
な
古
記
録
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
慶
応
四
年
正
月
の

鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の
混
乱
を
受
け
、
金
春
札
の
引
き
換
え
を
求
め
る
人
々
が
押
し
寄
せ
た
た
め
、
伝
来
の
品
の
多
く
が
大
阪
に
売
り
に
出

さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
大
倉
繁
次
郎
は
、
こ
の
古
記
録
の
中
に
「
一
休
和
尚
の
書
い
た
も
の
」「
金
春
の
先
祖
が
一
休
禅
師
と
問
答
を
し

た
時
の
書
」、
ま
た
、
道
具
類
と
し
て
「
豊
太
閤
よ
り
拝
領
の
碁
盤
」
な
ど
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
現
在
、
金
春
家
に
こ
れ
ら
の
書
物
・

道
具
が
伝
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
、
維
新
後
の
混
乱
期
に
売
り
払
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
古
記
録
・
道
具
類
の
う
ち
、

お
金
に
代
え
ら
れ
た
も
の
の
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
、
右
の
記
事
は
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
、
金
春
家
か
ら
売
り
に
出
た
も
の
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
具
体
的
に
伝
え
る
資
料
は
残
さ

れ
て
い
な
い
が
、
金
春
安
住
筆
「
従
古
代
拝
領
物
由
緒
大
概
」（
金
春
宗
家
蔵
。
表
題
は
端
書
に
よ
る
）
が
、
一
つ
の
重
要
な
手
が
か
り

を
提
供
す
る
。
表
題
の
如
く
、
金
春
家
蔵
の
拝
領
品
の
目
録
で
、
前
半
に
は
金
春
家
伝
来
の
本
面
や
装
束
に
つ
い
て
の
記
述
、
後
半
に
は
、

「
家
業
ニ
不
相
用
従
往
古
伝
来
家
宝
之
品
幷
中
昔
迄
拝
領
持
伝
之
品
目
録
」
と
し
て
、
能
道
具
以
外
の
拝
領
品
の
細
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
挙
が
っ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
品
々
で
あ
る
。

仏
舎
利
（
聖
徳
太
子
ヨ
リ
秦
川
勝
江
御
附
属
也
）
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古
仏
小
像
一
体
（
同
断
御
附
属
、
鳥
仏
師
之
作
）

屏
風
一
双
（
太
閤
秀
吉
公
よ
り
拝
領
、
極
彩
色
富
士
山
）

屏
風
一
双
（
彩
色
並
松
）

屏
風
片
シ
（
洛
中
之
図
、
極
彩
色
古
画
）

碁
盤
並
碁
筒
（
従
秀
吉
公
拝
領
）

払
子
幷
多
福
庵
之
道
号
（
一
休
禅
師
御
染
筆
）

掛
絡
（
大
徳
寺
清
巌
和
尚
）

十
文
字
鑓
懸
（
従
織
田
信
長
公
拝
領
）

薙
刀
（
従
豊
臣
秀
次
拝
領
）

太
刀
ノ
身
・
刀
ノ
身
数
本
（
拝
領
品
と
斗
申
伝
）

謡
之
抄
弐
拾
冊
（
従
豊
臣
秀
次
公
拝
領
）

植
字
板
五
音
抄
弐
拾
冊
（
右
同
断
拝
領
）

右
は
い
ず
れ
も
、
現
在
の
金
春
家
に
は
伝
わ
ら
な
い
。
こ
の
う
ち
、
秀
吉
公
拝
領
と
あ
る
碁
盤
並
碁
筒
は
、
大
倉
繁
次
郎
「
金
春
家
の

古
記
録
」
に
「
豊
太
閤
よ
り
拝
領
の
碁
盤
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
も
、
一
休
禅
師
染
筆
の
「
多
福
庵
之
道
号
」
な
ど
、

残
っ
て
い
れ
ば
金
春
家
の
歴
史
を
語
る
第
一
級
の
資
料
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
最
後
の
豊
臣
秀
次
公

拝
領
と
い
う
「
植
字
板
五
音
抄
弐
拾
冊
」
は
、
そ
の
冊
数
と
書
名
か
ら
類
推
す
る
に
、
古
活
字
版
の
五
番
綴
謡
本
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
秀
次
公
拝
領
」
と
「
植
字
板
」
が
も
し
事
実
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
謡
本
史
上
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
資
料
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
現
在
の
金
春
家
文
書
に
該
当
す
る
本
を
見
出
せ
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、「
数
々
由
緒
付
き
の
も
の
」
と
し
て
、
他
の
多
く
の
拝
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領
品
と
と
も
に
、
維
新
後
に
売
り
払
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
右
に
挙
げ
た
品
々
の
う
ち
、
唯
一
、
現
在
の
所
在
が
確
認
で
き
る

の
は
、
最
後
か
ら
二
つ
目
の
、
豊
臣
秀
次
よ
り
拝
領
の
「
謡
之
抄
弐
拾
冊
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
天
理
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
写

本
『
謡
抄
』
二
十
冊
が
、
こ
れ
に
該
当
の
書
と
思
わ
れ
る
。
天
理
図
書
館
本
『
謡
抄
』
に
は
、
以
下
の
奥
書
が
あ
る
。

右
抄
物
、
前
関
白
秀
次
卿
、
御
門
跡
・
同
御
公
家
・
幷
五
山
長
老
中
・
比
叡
山
、
被
遂
穿
鑿
、
被
編
立
、
為
後
代
重
宝
、
然
而
致
執

心
雖
写
置
、
竹
田
金
春
七
郎
秦
氏
勝
相
渡
畢
、
可
在
家
伝
者
也

慶
長
十
一
年
七
月

日

安
威
摂
津
守
重
佐
（
花
押
）

つ
ま
り
、
慶
長
十
一
年
に
安
威
摂
津
守
が
金
春
七
郎
氏
勝
に
贈
っ
た
の
が
、
こ
の
『
謡
抄
』
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
豊
臣
秀
次
よ
り
拝

領
と
い
う
先
の
伝
承
と
は
齟
齬
す
る
が
、
右
の
奥
書
に
「
右
抄
物
前
関
白
秀
次
卿
」
云
々
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
秀
次
よ
り
拝
領
と
い
う

誤
っ
た
伝
承
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
金
春
家
文
書
に
も
、
右
の
奥
書
を
転
写
し
た
江
戸
期
の
紙
片
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
お
り
、
天

理
図
書
館
本
『
謡
抄
』
が
も
と
も
と
金
春
家
の
蔵
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
（
２
）。

だ
と
す
る
と
、
秀
次
よ
り

拝
領
と
い
う
「
植
字
板
五
音
抄
」
も
、
実
際
に
は
秀
次
よ
り
後
代
の
、
慶
長
期
刊
行
の
古
活
字
版
車
屋
謡
本
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
想

定
さ
れ
よ
う
（
古
活
字
版
『
謡
抄
』
は
全
十
冊
な
の
で
該
当
し
な
い
）。
さ
ら
に
は
、
車
屋
謡
本
の
刊
行
自
体
が
、
豊
臣
氏
に
よ
る
企
画

で
あ
っ
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
な
お
後
考
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
金
春
家
に
伝
わ
っ

た
拝
領
品
・
宝
物
の
類
は
、
明
治
初
期
の
段
階
で
相
当
に
散
逸
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
金
春
家
伝
来
の
文
書
は
、
明
治
の
あ
る
時
点
で
、
か
な
り
の
部
分
が
宝
山
寺
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て

は
明
確
で
な
い
が
、『
金
春
古
伝
書
集
成
』
は
「
恐
ら
く
は
明
治
三
十
年
代
の
中
頃
と
思
わ
れ
る
頃
」
と
推
定
す
る
。
特
に
根
拠
は
示
さ

れ
て
い
な
い
が
、
明
治
二
十
九
年
に
没
し
た
金
春
広
成
の
跡
を
継
い
で
金
春
宗
家
と
な
っ
た
武
三
（
八
郎
義
広
）
が
酒
に
溺
れ
、
家
業
に

も
熱
心
で
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
武
三
の
代
に
文
書
の
流
出
が
あ
っ
た
ろ
う
、
と
の
判
断
に
拠
る
ら
し
い
。『
金
春
古
伝
書
集
成
』
に
よ
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り
ゅ
う
は
ん

れ
ば
、
武
三
の
兄
は
宝
山
寺
に
入
っ
て
出
家
し
て
隆
範
と
名
乗
り
、
明
治
二
十
八
年
以
降
は
宝
山
寺
管
長
の
要
職
に
あ
っ
て
、
困
窮
し

た
武
三
に
様
々
な
経
済
的
援
助
を
施
し
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
事
情
が
背
景
と
な
っ
て
、
金
春
家
文
書
の
大
部
分
が
宝
山
寺
に
移
っ
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
今
回
の
調
査
で
も
、
金
春
家
文
書
が
宝
山
寺
に
移
っ
た
正
確
な
年
時
や
、
そ
の
経
緯
を
示
す
具
体
的
な

資
料
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
隆
範
の
事
蹟
や
金
春
家
と
宝
山
寺
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
新
知
見
も
得
ら
れ

た
の
で
、
こ
こ
に
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

金
春
広
成
の
三
男
・
隆
範
は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
生
ま
れ
。
諱
が
隆
範
（
読
み
は
「
た
か
の
り
」
か
）
で
、「
今
春
隆
範
」
と

署
名
し
た
文
書
も
残
さ
れ
て
い
る
（
金
春
宗
家
蔵
明
治
十
四
年
十
一
月
十
日
付
「
借
用
証
」）。
そ
の
隆
範
が
金
春
家
か
ら
宝
山
寺
に
入
っ

た
の
は
、
明
治
二
十
一
年
、
隆
範
三
十
歳
の
時
の
こ
と
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
金
春
広
成
の
日
記
『
諸
用
留
』（
金
春
宗
家
蔵
）
の
明
治

二
十
一
年
四
月
二
十
日
条
に
、「
大
和
国
奈
良
県
下
平
群
郡
生
駒
山
宝
山
寺
ヨ
リ
今
春
隆
範
籍
、
東
京
表
神
田
区
小
川
町
四
十
一
番
地
大

蔵
勝
之
助
方
、
原
籍
東
京
府
士
族
金
春
広
成
方
へ
送
籍
ニ
相
成
、
依
テ
四
月

平
群
郡
郡
役
所
江
請
込
送
リ
ニ
相
成
申
候
事
」
と
あ
る
。

同
年
五
月
二
十
一
日
、
隆
範
は
同
寺
の
玉
置
明
延
の
養
子
と
な
る
が
、
明
治
二
十
六
年
七
月
、
廃
嫡
と
な
り
、
一
度
、
金
春
広
成
の
戸
籍

に
戻
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
二
年
後
の
明
治
二
十
八
年
五
月
、
隆
範
は
再
び
、
同
じ
宝
山
寺
の
駒
岡
堯
空
没
後
の
跡
相
続
人
と
し
て
、

駒
岡
家
の
戸
籍
に
入
る
の
で
あ
る
（『
同
』）。
こ
う
し
て
隆
範
は
駒
岡
姓
を
名
乗
り
、
こ
れ
以
降
、
明
治
三
十
八
年
に
亡
く
な
る
ま
で
宝

山
寺
に
居
住
す
る
こ
と
に
な
る
。
金
春
宗
家
に
は
、
隆
範
没
後
の
明
治
三
十
八
年
八
月
十
日
、
宝
山
寺
住
僧
の
駒
岡
慧
證
と
、
隆
範
の
実

弟
に
あ
た
る
金
春
八
郎
（
武
三
）
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
契
約
書
が
残
る
。
そ
こ
に
は
、
隆
範
が
没
し
た
後
、
実
家
の
金
春
家
に
対
し
て

「
遺
物
」
を
贈
る
べ
き
で
あ
る
が
、
隆
範
が
多
額
の
負
債
を
抱
え
、
宝
山
寺
の
経
済
が
困
窮
状
態
に
陥
っ
て
い
る
た
め
、
双
方
で
相
談
の

上
、
以
下
の
事
項
を
契
約
す
る
、
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
隆
範
が
生
前
に
契
約
し
て
い
た
九
州
生
命
保
険
の
被
保
険
金
三
千
円
は
、
受

取
人
が
金
春
八
郎
名
義
と
な
っ
て
い
る
が
、
隆
範
に
は
多
額
の
負
債
が
あ
り
、
且
つ
、
保
険
掛
金
は
宝
山
寺
祠
堂
金
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
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る
た
め
、
三
千
円
は
全
て
隆
範
の
負
債
償
却
に
充
て
る
こ
と
を
金
春
八
郎
が
了
承
す
る
、
②
宝
山
寺
よ
り
遺
金
と
し
て
千
五
百
円
を
支
払

う
こ
と
と
し
、
そ
の
う
ち
五
百
円
は
同
年
八
月
十
五
日
付
で
一
括
贈
与
、
残
り
の
千
円
は
明
治
三
十
八
年
よ
り
二
十
年
間
は
宝
山
寺
が
保

管
し
、
そ
の
利
子
と
し
て
毎
年
七
十
円
を
金
春
八
郎
に
渡
す
、
以
上
の
二
点
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
契
約
書
の
冒
頭
に
は
「
金
春
ノ
目
下
ノ
事
情
難
黙
止
候
ニ
付
」
と
あ
り
、
両
者
が
右
の
契
約
を
結
ぶ
背
景
に
、
金
春
家
の
逼
迫
し

た
経
済
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
契
約
書
の
末
尾
に
、「
前
記
各
項
契
約
ス
ト
雖
ト
モ
金
春
八
郎
、
宝
山
寺
へ
対
シ
反

抗
ノ
所
為
ア
ル
乎
、
若
ク
ハ
金
春
八
郎
操
行
不
正
ニ
シ
テ
金
春
本
家
主
人
タ
ル
ニ
不
似
合
ノ
所
行
ア
ル
ト
キ
ハ
直
チ
ニ
前
項
ヲ
破
毀
シ
」

と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
金
春
武
三
の
荒
ん
だ
生
活
が
宝
山
寺
に
お
い
て
も
問
題
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
右
の
契
約
書
に
見
え

る
隆
範
の
多
額
の
負
債
と
い
う
の
も
、
弟
・
武
三
へ
の
経
済
的
援
助
が
そ
の
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
以

上
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
金
春
家
文
書
が
そ
の
負
債
の
肩
代
わ
り
と
し
て
宝
山
寺
の
管
轄

下
に
置
か
れ
た
と
い
う
の
も
有
り
得
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
記
の
契
約
書
に
も
、
当
時
の
そ
の
他
の
文
書
類
に
も
、

金
春
家
文
書
の
移
管
に
つ
い
て
の
言
及
は
一
切
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
金
春
家
に
対
す
る
宝
山
寺
の
経
済
援
助
が
明
治
三
十
年
代
に
突
如
、
始
ま
っ
た
わ

け
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
口
絵
頁
に
示
し
た
よ
う
に
、
金
春
家
は
す
で
に
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
時
点
で
、
収
支
の
不
足

分
と
し
て
金
百
九
十
両
を
借
り
入
れ
て
い
る
（
般
若
窟
文
庫
蔵
『
本
家
方
収
納
勘
定
帳
』）。
さ
ら
に
、
金
春
宗
家
文
書
の
中
に
も
、
明
治

三
十
年
代
を
遥
か
に
遡
る
時
期
か
ら
、
宝
山
寺
へ
の
借
金
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
以
下
の
資
料
が
あ
る
。

覚

一
、
金
三
百
両

此
札
六
拾
七
貫
弐
百
匁
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内
四
拾
貫
目

銀
札
預
り

此
内
拾
四
貫
目

同
札
戻
ス

引
〆
弐
拾
六
貫
目

入

差
引

四
拾
壱
貫
弐
百
匁

此
金

百
八
拾
三
両

金
貸
分

三
歩
弐
朱
ト
十
二
文
目

右
之
通
相
違
無
是
候
間
、
御
承
知
可
被
下
候
、
已
上

巳
十
一
月
廿
一
日

宝
山
寺

掌
事
（
印
）

今
春
様

御
役
中

年
記
は
な
い
が
、
貨
幣
単
位
と
し
て
両
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
貨
条
例
が
出
さ
れ
た
明
治
四
年
以
前
の
文
書
で
あ
る
こ
と

が
確
実
で
、
こ
れ
に
該
当
す
る
「
巳
」
年
は
明
治
二
年
と
見
て
間
違
い
な
い
。
右
に
「
銀
札
」
と
あ
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
金
春
札
を
指
す

の
か
は
不
明
な
が
ら
、
維
新
直
後
の
混
乱
に
よ
っ
て
金
春
家
が
困
窮
し
て
い
た
最
中
の
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
金
春
家
は
慶
応
か
ら
明
治
初
年
の
時
点
で
、
数
度
に
わ
た
っ
て
宝
山
寺
か
ら
借
金
を
行
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
金
春
家
文
書
の
宝
山
寺
へ
の
移
管
が
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
明
治
三
十
年
代
半
ば
で
は
な
く
、
明
治
初
年
に

ま
で
遡
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宝
山
寺
蔵
の
金
春
家
文
書
は
、
現
在
、
そ
の
大
部
分
が
般
若
窟
文
庫
と
し
て
能

楽
研
究
所
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
が
、
般
若
窟
文
庫
の
約
二
千
点
に
及
ぶ
文
書
の
う
ち
、
最
も
時
代
の
下
る
年
記
を
有
す
る
の
は
、
明
治
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四
年
の
『
正
租
納
高
書
上
』
二
冊
と
、
同
年
の
『
五
ヶ
年
平
均
収
納
米
』『
租
税
録
書
上
帳
』
の
以
上
四
冊
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も

所
領
の
年
貢
収
納
に
関
す
る
帳
面
で
あ
り
、
明
治
五
年
以
降
の
帳
面
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
所
領
を
没
収
さ
れ
た
た
め
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
の
他
の
雑
々
と
し
た
文
書
の
中
に
も
、
明
治
二
年
ま
で
の
年
記
は
見
ら
れ
る
の
に
、
そ
れ
以
降
の
も
の
と
思
し
き
文
書
が
一

点
も
確
認
で
き
な
い
。
明
治
期
の
金
春
家
文
書
の
収
納
状
況
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
い
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
段
階
で
、

早
急
に
結
論
を
出
す
の
は
控
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
、
明
治
三
十
年
代
半
ば
ま
で
、
般
若
窟
文
庫
の
文
書
群
が
金
春
家
の
蔵
の
中

に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
こ
に
明
治
五
年
以
降
の
文
書
が
一
点
も
混
入
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

従
来
の
明
治
三
十
年
代
移
管
説
は
、
特
に
そ
れ
を
示
唆
す
る
具
体
的
な
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
明
治
五
年
頃
の

段
階
で
、
金
春
家
か
ら
宝
山
寺
に
文
書
群
が
移
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
念
頭
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

三
、
散
逸
し
た
金
春
家
文
書

『
国
諷
』
明
治
三
十
九
年
十
一
月
号
に
金
剛
謹
之
助
の
興
味
深
い
談
話
が
載
っ
て
い
る
。
そ
の
談
話
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
四
年
五
月
、

謹
之
助
は
東
京
四
ツ
谷
右
京
町
尾
崎
忠
治
の
長
屋
に
住
ん
で
い
た
金
春
広
成
の
も
と
で
、『
豊
太
閤
御
仕
舞
附
』
な
る
書
物
を
見
せ
ら
れ

た
。
同
書
の
序
文
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
の
文
章
が
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
。

実
に
豊
太
閤
の
斯
道
に
御
熱
心
な
る
は
嘉
す
べ
き
で
あ
る
が
何
分
に
も
武
国
の
事
で
御
余
暇
が
乏
し
い
た
め
お
稽
古
に
不
足
が
あ
り

一
通
り
は
お
学
び
に
な
つ
て
も
兎
角
お
忘
れ
勝
で
あ
る
さ
れ
ば
謡
の
方
も
十
中
の
九
は
地
謡
で
諷
ふ
始
末
で
形
は
お
忘
れ
に
な
る
と

直
ち
に
即
席
の
こ
ぢ
つ
け
を
為
さ
る
、
其
形
が
ま
た
偶
然
に
も
当
流
に
無
く
と
も
金
剛
に
あ
る
と
か
喜
多
に
あ
る
と
か
い
ふ
風
に
極

め
て
当
て
は
ま
つ
た
形
を
な
さ
る
の
で
中
に
は
全
く
の
御
我
流
で
も
流
儀
の
形
よ
り
も
穿
ち
得
て
良
い
の
が
あ
る
の
で
夫
等
を
採
あ

つ
め
て
此
書
を
残
す
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謹
之
助
の
記
憶
に
基
づ
く
記
述
で
あ
り
、
原
文
そ
の
ま
ま
で
な
い
の
は
惜
し
い
が
、
謹
之
助
の
披
見
し
た
『
豊
太
閤
御
仕
舞
附
』
が
、

豊
臣
秀
吉
の
能
愛
好
に
関
わ
る
貴
重
な
書
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
窺
い
知
れ
る
。
し
か
し
後
年
、
金
春
宗
家
を
継
い
だ
金
春
七
郎
広
運
に
、

謹
之
助
が
右
の
本
の
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
本
は
ど
こ
に
も
な
い
、
と
の
返
答
で
あ
っ
た
。
般
若

窟
文
庫
に
も
、
現
金
春
宗
家
に
も
、『
豊
太
閤
御
仕
舞
附
』
な
る
書
物
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
明
治
三
十
年
代
頃
に
散
逸
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

右
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
文
書
の
過
半
が
宝
山
寺
に
移
さ
れ
た
後
も
、
金
春
家
文
書
の
流
出
・
散
逸
が
続
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
そ
の
流
出
し
た
文
書
の
全
容
は
定
か
で
な
い
が
、
金
春
宗
家
蔵
「
書
物
目
録
」
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
一
つ
の
重
要
な
手
が
か
り
を

提
供
す
る
貴
重
な
資
料
と
言
え
よ
う
。
同
書
は
、「
山
田
印
行
」
の
罫
紙
二
枚
を
袋
綴
に
し
た
仮
綴
本
で
、
以
下
の
目
録
・
書
状
が
記
載

さ
れ
る
。

書
物
目
録

壱
号
・
家
伝
書

四
冊
物

弐
号
・
秘
事
教
聚
集

三
冊
物

三
号
・
能
仕
舞
附
因
州
侯
依
御
所
望
相
勤
候

壱
冊
物

四
号
・
婚
儀

移
徒
忌
嫌
文
句
直
愚
案

壱
冊
物

五
号
・
能
組
集
文
禄
已
来
古
キ

年
暦
次
第
不
同
見
当
方
ヨ
リ
写

弐
冊
物

文
化
十
二
乙
亥
歳
従

季
穐
寄
之
書
留

・
秘
事
統
々
集

六
号

弐
冊
続
キ
三
冊

七
号
・
抜
キ
書

壱
冊
物

八
号
・
表
題
集

参
冊
物
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九
号
・
前
車
記

壱
冊
物

拾
号
・
歌
舞
か
け
橋
集
乾
坤

壱
冊
物

（
間
カ
）

拾
壱
号
・
問
覚
書

全
壱
冊
物

拾
弐
号
・
仕
形
附
改
正
文
化
年
中

弐
冊
物

拾
三
号
・
習
之
節
幷
鼓
行
様

大
小
鼓
習
手
鎖

壱
冊
物

拾
四
号
・
金
春
家
系
図

他
家
之
系
図

端
物
弐
冊
ノ
内
ノ
壱
冊

拾
五
号
・
表

第
弐

端
物
壱
冊

拾
六
号
・
面
書
上
控

五
座
家
元
名
壱
冊

拾
七
号
・
歌
舞
両
輪
前
車
記

拾
八
冊

拾
八
号
・
百
弐
十
弐
番
形
附
ツ
レ
子
方
共
添
フ

四
冊
揃

右
之
書
類
早
速
御
回
送
可
申
上
候
処
、
本
月
五
日
、
初
会
之
前
後
多
用
ニ
テ
甚
延
引
仕
、
御
詫
可
申
上
候
、
御
落
手
御
一
報
奉
願
上

候一
、
先
便
独
吟
謡
本
小
包
便
ニ
テ
差
上
候
、
当
方
ニ
モ
控
置
度
候
間
、
自
然
御
用
済
ニ
相
成
居
候
ハ
ヽ
御
返
却
可
被
下
候

一
、
拾
八
号
雪
月
花
之
巻
幷
装
束
附
ハ
故
中
村
平
蔵
氏
之
所
持
品
之
様
ニ
名
前
モ
記
し
御
座
候
、
先
年
上
京
之
節
、
金
春
磯
吉
氏
モ

被
尋
候
時
、
調
へ
て
見
出
シ
置
可
申
候
ト
申
答
候
品
ニ
御
座
候
、
併
写
置
度
候
間
、
御
用
済
之
上
、
磯
吉
氏
へ
御
談
示
被
下
、
改

メ
借
用
申
度
、
此
度
詮
さ
く
の
時
初
メ
テ
発
見
之
物
ニ
御
座
候
也度

一
、
此
度
各
番
号
之
書
類
、
若
拝
見
願
上
候
節
ハ
御
免
し
可
被
下
候
、
右
書
類
モ
跡
へ
伝
へ
申
品
ニ
付
、
御
用
済
之
節
ハ
御
返
却
被

下
度
候
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一
、
此
度
ハ
書
物
取
調
ニ
付
、
非
常
ニ
御
面
倒
相
掛
、
厚
御
礼
申
上
候
、
先
年
出
京
持
帰
リ
之
品
、
小
生
ニ
モ
是
大
切
之
物
カ
、
大

分
不
揃
之
品
モ
其
内
ニ
有
之
様
見
受
ラ
レ
候
、
兎
モ
角
請
取
候
品
ハ
重
立
シ
品
、
形
附
・
囃
子
方
心
得
ナ
ド
認
メ
候
物
、
又
広
成

在
世
薄
様
摺
之
物
御
尋
ニ
候
へ
共
、
い
ろ
�
�
さ
か
し
居
候
へ
共
、
一
向
見
当
り
兼
候
、
差
向
テ
御
入
用
ラ
シ
キ
品
取
揃
、
差
上

候
間
、
御
高
覧
可
被
下
候

右
は
、
送
付
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
書
物
を
発
送
す
る
に
あ
た
っ
て
の
書
名
目
録
と
、
そ
の
添
状
で
あ
る
。
原
本
で
は
な
く
、
下
書
き
と

思
し
い
。
筆
者
も
年
時
も
定
か
で
な
い
が
、「
広
成
在
世
薄
様
摺
之
物
」
と
あ
る
か
ら
、
金
春
広
成
が
没
し
た
明
治
二
十
九
年
以
後
の
も

の
と
見
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
先
年
出
京
持
帰
リ
之
品
」
と
い
う
添
状
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
筆
者
は
東
京
以
外
の
地
に
住

ん
で
い
た
も
の
と
見
ら
れ
、
右
に
「
御
回
送
」
と
あ
る
の
は
、
奈
良
か
ら
東
京
に
送
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
添
状
に
名
前
が
見
え
る
中
村
平
蔵
は
幕
末
の
金
春
座
の
地
謡
方
、
も
う
一
人
の
金
春
磯
吉
は
、『
金
春
古
伝
書
集
成
』
所
収
の

「
金
春
家
嫡
流
幷
庶
流
系
図
」
に
も
所
見
が
な
い
が
、
明
治
二
十
年
代
に
は
甲
府
の
住
で
（
金
春
宗
家
蔵
『
諸
用
留
』）、
明
治
三
十
七
年

に
横
浜
に
移
住
し
、
同
地
で
謡
曲
の
教
授
を
行
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
（
明
治
四
十
二
年
三
月
二
十
六
日
付
「
横
浜
貿
易
新
報
」）。
あ
る

い
は
金
春
八
左
衛
門
家
の
一
族
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
金
春
磯
吉
と
中
村
平
蔵
の
二
人
に
は
「
氏
」
が
付
さ
れ
て
い
る
の
に
、
金
春
広
成
の

名
に
は
敬
称
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
、
右
の
添
状
が
金
春
宗
家
の
関
係
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。
金
春
磯
吉
の
活
動
時
期
な
ど
も
勘
案
す
る
と
、
東
京
に
住
ん
で
い
た
金
春
八
郎
（
武
三
・
義
広
）
に
宛
て
て
、
奈
良
の
金

春
七
郎
広
運
が
送
っ
た
添
状
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
金
春
八
郎
義
広
は
明
治
三
十
九
年
の
没
で
あ
り
、
も
し
右
の

推
測
が
当
た
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
当
然
、
明
治
二
十
九
年
か
ら
三
十
九
年
ま
で
の
十
年
間
の
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
金
春

家
は
、
八
郎
義
広
が
、
明
治
十
四
年
に
移
住
し
た
広
成
の
後
を
承
け
て
、
主
に
東
京
で
活
動
し
て
い
た
の
に
対
し
、
七
郎
広
運
は
奈
良
を

活
動
の
拠
点
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
右
の
添
状
に
見
え
る
状
況
と
も
ぴ
っ
た
り
と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
推
論
に
基
づ
い
て
、
金
春
七
郎
広
運
が
八
郎
義
広
に
宛
て
た
目
録
と
し
て
、
話
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
が
、
こ
の
文
書

に
よ
る
と
、
広
運
は
こ
れ
に
先
立
ち
、「
独
吟
謡
本
」
を
義
広
に
送
っ
た
と
い
う
。
自
ら
も
控
え
を
と
っ
て
お
き
た
い
の
で
、
用
済
み
と

な
っ
た
後
、
奈
良
に
送
り
返
す
よ
う
に
、
と
依
頼
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
文
書
も
、「
跡
へ
伝
へ
申
品
」
す
な
わ
ち
後
世
に
伝
え
る
べ
き

大
切
な
書
物
で
あ
る
か
ら
、
用
済
み
次
第
、
返
却
す
る
よ
う
求
め
て
お
り
、
金
春
宗
家
の
東
京
移
住
後
も
、
金
春
家
文
書
が
原
則
と
し
て

奈
良
で
保
管
さ
れ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
に
挙
が
っ
て
い
る
文
書
の
う
ち
、
現
在
も
金
春
家
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
、「
五
号
」
の
「
能
組
集
」
と
、「
拾
八

号
」
の
「
百
弐
十
弐
番
形
附
」
の
み
の
よ
う
で
あ
る
（
若
干
の
見
落
と
し
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
）。
前
者
は
現
在
二
冊
分
が
合
綴
さ
れ

て
い
る
が
、
表
題
に
「
文
禄
已
来
能
組
集
」
と
あ
り
、
各
冊
の
表
紙
見
返
し
に
、「
第
五
号
／
二
冊
之
内
／
い
号
」
と
、
先
の
目
録
と
同

筆
跡
の
墨
書
が
あ
る
。
後
者
は
「
中
村
平
蔵
の
付
」
と
し
て
現
在
金
春
家
で
最
も
重
宝
さ
れ
て
い
る
型
付
の
一
つ
で
、
内
三
冊
は
「
歌
舞

扇
子
録
」
の
表
題
を
持
ち
、
各
冊
に
雪
・
月
・
花
の
巻
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
見
返
し
に
は
、
先
と
同
様
の
墨
書
が
見
ら
れ
る
。
一

方
、
こ
れ
以
外
の
書
物
に
関
し
て
は
、
金
春
宗
家
文
書
の
中
に
も
該
当
す
る
資
料
を
見
出
せ
な
い
。
東
京
に
送
っ
た
ま
ま
戻
っ
て
こ
な

か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
返
送
後
に
流
出
し
た
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
既
に
散
逸
し
て
、
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
、
も
は
や
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
幸
い
、「
壱

号
」
の
「
家
伝
書

四
冊
物
」
と
「
拾
七
号
」
の
「
歌
舞
両
輪
前
車
記

拾
八
冊
」
に
つ
い
て
は
、
各
冊
の
書
名
と
目
録
を
書
き
写
し
た

も
の
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
合
わ
せ
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
や
は
り
、
先
の
目
録
と
同
筆
に
よ
り
、
同
じ
罫
紙
に
書
か
れ
て
い

る
仮
綴
本
で
、
表
題
は
な
い
が
、
仮
に
「
歌
舞
両
輪
前
車
記
・
家
伝
書
目
録
抜
書
」
と
名
付
け
る
こ
と
と
す
る
。
全
文
を
翻
刻
す
る
と
か

な
り
の
分
量
に
な
る
た
め
、
以
下
に
概
要
の
み
を
記
す
（
掲
載
の
順
序
は
原
資
料
に
基
づ
く
）。
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『
歌
舞
両
輪
前
車
記
』

①
「
従
寛
政
十
二
申
三
月
廿
日
至
享
和
四
甲
子
二
月
十
四
日
」

小
塩
・
藤
戸
・
富
士
山
ほ
か
全
二
十
八
番

②
「
文
化
九
壬
申
年
正
月
廿
一
日
乙
未
御
本
丸
中
奥
御
能
之
節
」

通
盛
・
邯
鄲
・
安
宅
ほ
か
全
二
十
四
番

③
「
寛
政
八
丙
辰
十
一
月
廿
六
日
夜
認
メ
不
覚
両
輪
の
二
字
を
加
ふ
べ
き
と
の
夢
想
に
寄
り
て
表
題
を
改
」

弓
矢
立
合
・
融
・
熊
野
ほ
か
全
十
番

④
「
従
文
化
十
四
年
三
月
至
文
化
十
五
年
三
月
文
政
元
改
元
五
月
四
日
」

橋
弁
慶
・
国
栖
・
鵜
飼
ほ
か
全
二
十
一
番

⑤
「
文
化
十
三
丙
子
年
五
月
至
文
化
十
四
丁
丑
年
二
月
」

土
蜘
・
邯
鄲
・
女
郎
花
ほ
か
全
十
四
番

⑥
「
文
政
十
一
子
三
月
至
」

式
正
・
淡
路
・
千
手
ほ
か
全
九
番

⑦
「
従
文
政
三
年
十
月
至
文
政
五
年
三
月
」

忠
度
・
猩
々
乱
・
松
風
ほ
か
全
二
十
二
番

⑧
「
従
文
化
十
年
閏
十
一
月
中
旬
至
文
化
十
一
年
九
月
」

船
弁
慶
・
生
田
・
百
万
ほ
か
全
二
十
五
番

⑨
「
従
文
化
六
年
十
二
月
至
文
化
八
年
十
二
月
上
旬
」
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難
波
・
国
栖
・
羽
衣
ほ
か
全
二
十
一
番

（
マ
マ
）

⑩
「
従
文
化
二
九
甲
子
年
三
月
至
文
化
三
丙
丑
年
二
月
」

六
浦
・
弓
矢
立
合
・
竜
田
ほ
か
全
二
十
三
番

⑪
「
従
文
化
十
年
五
月
至
同
年
閏
十
一
月
上
旬
」

富
士
山
・
楊
貴
妃
・
な
に
は
ほ
か
全
二
十
五
番

⑫
「
従
文
化
十
二
年
五
月
上
旬
至
文
化
十
二
年
十
一
月
上
旬
」

通
盛
・
道
成
寺
・
乱
ほ
か
全
十
四
番

⑬
「
従
文
化
十
一
戌
十
月
」

金
札
・
安
宅
・
鵜
飼
ほ
か
全
二
十
番

⑭
「
従
文
化
十
五
年
三
月
文
政
改
元
五
月
四
日
至
文
政
三
年
五
月
」

邯
鄲
・
熊
坂
・
船
橋
ほ
か
全
二
十
五
番

⑮
「
従
寛
政
十
年
三
月
朔
日
至
同
号
十
一
未
十
二
月
十
九
日
終
」

猩
々
乱
・
淡
路
・
金
札
ほ
か
全
十
八
番

⑯
「
従
文
政
八
酉
五
月
至
文
政
十
亥
二
月
」

柏
崎
・
弓
矢
立
合
・
竜
田
ほ
か
全
二
十
六
番

⑰
「
従
文
化
四
年
正
月
至
文
化
六
年
十
二
月
」

国
栖
・
田
村
・
藤
戸
ほ
か
全
二
十
三
番

⑱
「
文
化
十
二
乙
亥
十
一
月
廿
六
日
丁
未
快
晴
松
平
阿
波
守
殿
慰
能
之
節
」
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国
栖
・
項
羽
・
清
経
ほ
か
全
二
十
三
番

『（
家
伝
書
）』

①
翁
・
猩
々
乱
伝
授
之
舞
・
老
松
彩
色
之
働
キ
紅
梅
天
女
合
舞
ほ
か

②
三
輪
曲
ニ
廻
り
な
し
・
杜
若
曲
ニ
陰
陽
之
舞
但
二
廻
り
半
・
角
田
川
鉦
之
仕
方
ほ
か

③
野
守
留
・
源
太
夫
楽
拍
子
・
誓
願
寺
日
陰
頭
来
迎
拍
子
ほ
か

④
道
成
寺
相
伝
書

右
に
掲
げ
た
資
料
の
う
ち
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
全
十
八
冊
に
及
ぶ
『
歌
舞
両
輪
前
車
記
』（
当
初
の
書
名
は
「
歌
舞
両
輪
記
」

で
あ
っ
た
が
、
夢
想
に
よ
っ
て
「
前
車
」
の
二
字
を
加
え
た
と
い
う
）
で
あ
る
。
同
書
は
、
目
録
に
見
る
よ
う
に
、
寛
政
八
年
（
一
七
九

六
）
か
ら
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
の
間
に
演
じ
ら
れ
た
能
の
型
付
と
見
ら
れ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
期
間
が
ち
ょ
う
ど
金

春
安
住
の
活
動
期
と
重
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
書
名
に
安
住
が
し
ば
し
ば
用
い
る
「
歌
舞
」
の
語
を
冠
す
る
こ
と
か
ら
も
、
同
書
が
安

住
の
著
述
で
あ
る
可
能
性
は
か
な
り
高
い
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
実
際
の
演
能
の
型
付
で
あ
る
こ
と
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
政
三
年
五
月
か
ら
文
政
五
年
三
月
に
書
か
れ
た
『
歌
舞
両
輪
前
車
記
』
に
は
、
以
下
の
順
で
曲
目
が
挙
が
っ

て
い
る
。「（
前
略
）
清
経
・
項
羽
・
鵜
祭
・
照
君
・
田
村
（
以
下
略
）」。
安
住
の
『
歌
舞
後
考
録
』（
般
若
窟
文
庫
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
こ

の
曲
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
政
五
年
閏
正
月
二
十
五
日
、
江
戸
城
本
丸
中
奥
で
の
〈
清
経
〉（
シ
テ
八
左
衛
門
）・〈
項
羽
〉（
シ
テ
金
春
大

夫
）、
同
年
二
月
九
日
、
牧
野
備
前
守
邸
で
の
〈
鵜
祭
〉（
シ
テ
為
三
郎
）・〈
照
君
〉（
シ
テ
八
左
衛
門
）、
同
年
三
月
四
日
、
江
戸
城
本
丸

で
の
〈
田
村
〉（
シ
テ
金
春
大
夫
）
に
対
応
し
、
つ
ま
り
は
、
八
左
衛
門
安
住
、
金
春
大
夫
元
昭
、
安
住
の
養
子
の
為
三
郎
安
茂
ら
の

舞
っ
た
能
の
型
付
を
記
録
し
た
の
が
、『
歌
舞
両
輪
前
車
記
』
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
安
住
は
多
数
の
能
伝
書
や
型
付
の

書
写
を
行
う
と
と
も
に
、
日
々
の
行
動
を
詳
細
に
記
録
し
た
大
部
な
日
記
『
歌
舞
後
考
録
』『
御
用
留
』
を
著
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
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（
能
楽
資
料
叢
書
２
『
金
春
安
住
集
』﹇
平
成
二
十
七
年
、
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
﹈
参
照
）、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
自
身
や
金
春
家
の

人
々
が
舞
っ
た
能
に
つ
い
て
も
、
毎
回
、
詳
細
な
型
付
を
記
録
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
あ
ら
た
め
て
安
住
の
尋
常
な
ら
ざ
る
筆
ま
め
ぶ

り
に
驚
か
さ
れ
る
。

こ
の
他
に
も
、
近
代
に
な
っ
て
散
逸
し
た
文
書
は
多
い
。
野
々
村
戒
三
が
『
金
春
十
七
部
集
』（
昭
和
七
年
、
春
陽
堂
）
に
収
め
た
系

譜
・
伝
書
の
い
く
つ
か
は
『
金
春
安
住
記
』
な
る
書
か
ら
の
転
載
で
、
そ
の
『
金
春
安
住
記
』
は
当
時
、
奈
良
の
住
で
金
春
流
の
後
援
者

で
あ
っ
た
高
坂
惣
七
の
所
蔵
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
確
実
に
も
と
も
と
金
春
家
文
書
の
一
部
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
吉
田
東
伍
が

『
能
楽
古
典
禅
竹
集
』（
大
正
四
年
、
椀
屋
書
肆
）
を
編
む
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
安
田
善
之
助
所
蔵
の
金
春
安
住
筆
『
金
春
系
譜
』
三

冊
（
３
）も
、
お
そ
ら
く
は
金
春
家
の
蔵
書
が
流
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
者
は
戦
時
中
に
大
阪
の
某
氏
に
貸
し
出
さ
れ
、
そ
の
ま

ま
紛
失
し
た
由
で
、
後
者
も
大
正
大
震
災
で
焼
失
し
た
と
思
し
く
、
と
も
に
今
と
な
っ
て
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
（
４
）。

お
わ
り
に

以
上
、
金
春
家
文
書
伝
来
の
経
緯
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
最
後
に
、
現
在
所
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
金
春
家
文
書
の
所
蔵
先
の
変

遷
を
、
次
頁
に
図
で
示
し
て
お
く
。
網
掛
け
を
付
し
た
も
の
が
、
種
々
の
経
緯
を
経
て
、
現
在
、
能
楽
研
究
所
の
所
蔵
に
な
っ
て
い
る
も

の
で
、
金
春
家
文
書
の
う
ち
、
最
も
多
く
の
点
数
を
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
能
研
所
蔵
分
と
、
金
春
宗
家
蔵
の
分
と
が
、
点

数
か
ら
言
え
ば
、
金
春
家
文
書
の
大
半
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
他
に
も
、
宝
山
寺
・
国
文
学
研
究
資
料
館
に
世
阿
弥
・
禅
竹
の

自
筆
文
書
を
含
む
貴
重
な
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
図
に
は
示
し
て
い
な
い
が
、
天
理
図
書
館
・
春
日
大
社
な
ど
も
若
干
の

金
春
家
旧
伝
文
書
を
所
蔵
す
る
。
こ
れ
ら
現
存
の
文
書
に
加
え
、
既
に
散
逸
し
た
金
春
家
文
書
を
も
含
め
た
総
目
録
の
作
成
に
現
在
取
り

組
ん
で
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ま
た
あ
ら
た
め
て
報
告
す
る
こ
と
と
し
、
ひ
と
ま
ず
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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注
（
１
）
神
田
裕
子
「
金
春
宗
家
蔵
『
宴
曲
集
巻
第
一
』
影
印
・
翻
刻
・
解
題
」

（『
演
劇
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
Ⅸ
』、
平
成
十
九
年
、
早
稲
田
退
学
演
劇
博
物

館
。
後
、『
能
と
古
注
釈
書
』﹇
平
成
二
十
六
年
、
笠
間
書
院
﹈
収
録
）。

（
２
）
伊
藤
正
義
「
謡
抄
考
（
上
・
中
・
下
）」（『
文
学
』
四
十
五
巻
十
一
号
〜

四
十
六
巻
一
号
、
昭
和
五
十
二
・
五
十
三
年
、
岩
波
書
店
）
参
照
。

（
３
）
佐
藤
和
道
「
松
廼
舎
文
庫
旧
蔵
『
金
春
系
譜
』
所
収
史
料
考
」（『
演
劇
研

究
セ
ン
タ
ー
紀
要
Ⅸ
』、
平
成
十
九
年
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
）
参
照
。

（
４
）
川
瀬
一
馬
「
拾
玉
得
花
は
世
阿
弥
の
著
作
」（『
宝
生
』
昭
和
十
六
年
十
二

月
号
）
が
言
及
す
る
川
瀬
氏
蔵
の
「
天
明
四
年
八
月
に
安
住
が
伊
賀
の
住
人

所
持
の
本
を
移
し
た
由
の
識
語
が
あ
る
無
外
題
の
一
伝
書
」「
享
保
三
年
仲

春
八
日
に
林
氏
喜
が
手
写
し
た
「
風
曲
集
」」
も
、
も
と
は
金
春
家
文
書
の

一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
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